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医
療
費
の
お
知
ら
せ
を

送
付
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
、

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
送
付
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
通
知
は
、
同
じ
月
に
医
療

機
関
で
受
診
し
た
人
の
医
療
費
を
、

世
帯
ご
と
に
年
間
６
回
お
知
ら
せ

し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
が
負
担
し
て
い
る
保
険

料
な
ど
を
、
医
療
費
と
し
て
有
効

に
活
用
す
る
た
め
に
、
適
切
な
受

診
を
心
が
け
て
も
ら
え
る
よ
う
、

今
年
度
も
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
加
入
者
に
は
、「
滋
賀
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
」
か
ら
送
付

さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
の
医
療
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
は
、
加
入
の
医
療
保
険

者
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課

☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

２１-

２
２
２
０
番

「
彦
」
の
交
付
期
間
は

５
月
31
日
㈭
ま
で
で
す

　

平
成
23
年
度
中
の
「
美
し
い
行

為
」
に
対
す
る
地
域
通
貨
の
交
付

期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

　

交
付
期
間
を
過
ぎ
る
と
「
彦
」

「エリアメール」「緊急速報メール」を
導入します

　東日本大震災の発生の経験を生かし、各携帯電話事業者で
は、災害対応の取り組みが進んでいます。
　彦根市では、災害時の避難情報の緊急伝達手段として、す
でに運用しているＮＴＴドコモ社の「エリアメール」に加え、
ソフトバンク社・ＫＤＤＩ社（ａｕ）が提供する「緊急速報
メール」（６月１日開始予定）の運用を開始します。
配信する緊急情報

①市内全域における「避難準備情報」「避難勧告」「避難指
示」発令時　

　※ただし、彦根市全域ではない局地的な河川浸水時や土
　砂災害は対象から除きます。

②「弾道ミサイル情報」「大規模テロ情報」などの国民保
護情報

提供エリアと対象端末
　行政区エリアごとの配信のため、配信時に彦根市内にあ
る各社の端末が対象となり、市内在住の人だけでなく、市
内への通勤者や通学者、観光客もカバーします。

手続方法　　　　　　　　　　　　　　　
　対象端末によっては、初期設定の手続きなしで自動受信
することがあります。スマートフォンなどではアプリケー
ション（ソフトウェア）の導入が必要なこともあります。各
社・各対象端末により異なりますので、各社のホームペー
ジやサービスセンターでご確認ください。

問い合わせ先　 危機管理室☎ 30-6150、FAX22-1398

停
電
の
ご
案
内
と
お
願
い

　　

法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

年
１
回
の
電
気
設
備
の
点
検
を
行

う
た
め
、停
電
を
実
施
し
ま
す
。皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

日
時　

６
月
３
日
㈰　

正
午
～
午

後
２
時

場
所　

市
立
病
院
全
館
（
八
坂
町
）

停
電
中
の
お
願
い

▼
停
電
時
間
帯
の
救
急
車
の
搬
送

受
入
れ
を
停
止
し
ま
す
。

▼
急
病
の
場
合
は
、
休
日
急
病
診

療
所
（
平
田
町　

☎
22-

１
１
１

９
番
）
の
利
用
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
照
明
が
非
常
用
電
灯
に
切
り
替

わ
る
た
め
、
院
内
全
館
が
暗
く

な
り
ま
す
。

▼
エ
ア
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫

な
ど
の
使
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

▼
ト
イ
レ
は
一
部
使
用
が
で
き
ま

せ
ん
。

▼
レ
ス
ト
ラ
ン
、
売
店
は
臨
時
休

業
と
な
り
ま
す
。

▼
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
台
数
を
減
ら

し
て
運
転
し
ま
す
。

▼
Ｘ
線
等
の
撮
影
な
ど
は
で
き
ま

せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

病
院
総
務
課

☎
22-

６
０
５
０
番（
内
線
３
５

１
４
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

０
７
５
４

番

を
お
渡
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
期

間
内
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

交
付
窓
口　

ま
ち
づ
く
り
推
進

室
、
支
所

交
付
期
限　

５
月
31
日
㈭

交
付
に
必
要
な
も
の　

平
成
23
年

度
の
美
し
い
ひ
こ
ね
創
造
活
動

報
告
書
（
紫
色
の
も
の
）、
印
鑑

※
活
動
報
告
書
を
紛
失
さ
れ
た
場

合
、
再
発
行
し
ま
す
。

ま
ち

づ
く
り
推
進
室
か
支
所
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

ま
ち
づ
く

り
推
進
室
☎
30-

６
１
１
７
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

◀
美
し
い
ひ
こ
ね
創
造
活
動
報
告
書

男
女
共
同
参
画
推
進
事
業
者

を
表
彰
し
ま
し
た

　

彦
根
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画

社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
者
を
表

彰
し
て
い
ま
す
。

　

選
考
の
結
果
、
次
の
事
業
者
を

表
彰
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先　

人
権
政
策
課

☎
30-

６
１
１
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

８
５
７
７
番

普
光
寺
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル

「
燦さ

ん

々さ
ん

会か
い

」

　

高
齢
社
会
へ
の
対
応
、「
た
す
け

あ
い
」「
ふ
れ
あ
い
」
を
深
め
る
た

め
、
月
１
回
の
高
齢
者
ふ
れ
あ
い

サ
ロ
ン
の
運
営
や
町
内
の
清
掃
活

動
を
し
た
り
、
廃
材
を
利
用
し
た

立
て
札
（
飛
び
出
し
人
形
）
の
設
置

を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、

会
員
自
身
も
男
女
と
も
に
役
割
を

担
い
、
そ
の
能
力
や
意
欲
を
発
揮

し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
が
住
み
続

け
た
い
と
思
う
ま
ち
を
自
ら
つ

く
っ
て
い
く
た
め
の
取
り
組
み
を

継
続
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

一い
ち

圓え
ん

テ
ク
ノ
ス
株
式
会
社

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

(

仕
事
と
生
活
の
調
和)

実
現
の
た

め
、
社
員
の
健
康
維
持
・
管
理
・
促

進
の
補
助
制
度
と
し
て
、
45
歳
以

上
の
従
業
員
に
加
え
配
偶
者
ま
で

も
対
象
と
し
て
、
１
日
人
間
ド
ッ

ク
健
診
料
の
助
成
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
支
援

す
る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備
な

ど
に
つ
い
て
事
業
主
が
策
定
す
る

「
一
般
事
業
主
行
動
計
画
」に
よ
り
、

有
給
休
暇
の
取
得
し
や
す
い
職
場

環
境
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
彦
根
支
店

　

育
児
休
業
制
度
、
子
ど
も
の
看

護
休
暇
制
度
の
拡
充
、
短
時
間
勤

務
の
弾
力
化
な
ど
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

育
児
の
み
な
ら
ず
、
地
域
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
な
ど
、

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
実

現
の
た
め
、
各
人
が
「
多
能
化
」

す
る
こ
と
と
、「
お
互
い
様
」
の
思

い
や
り
と
で
、
誰
も
が
働
き
や
す

い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

女
性
の
登
用
も
積
極
的
に
図
っ

て
い
て
、
管
理
職
１
人
の
ほ
か
、
渉

外
担
当
の
過
半
数
を
女
性
が
占
め

て
、
活
躍
し
て
お
り
、
性
別
に
関
わ

り
な
く
能
力
が
発
揮
で
き
る
職
場

づ
く
り
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

い
ち
ば
ん
身
近
な
相
談
相
手

人
権
擁
護
委
員

　

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員

法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
、「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町
村
長

の
推
薦
に
よ
り
、
法
務
大
臣
か
ら

委
嘱
を
受
け
た
人
で
す
。
市
内
で

は
、
下
表
の
皆
さ
ん
が
人
権
の
大

切
さ
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
た
め
の
活
動
に
従
事
し

て
い
ま
す
。

　

家
庭
内
や
隣
近
所
で
の
問
題
な

ど
も
含
め
、
人
権
問
題
に
つ
い
て

の
あ
ら
ゆ
る
相
談
を
受
け
付
け
る
、

皆
さ
ん
の
一
番
身
近
な
相
談
相
手

で
す
。

全
国
一
斉
「
人
権
擁
護
委
員
の

日
」
特
設
相
談
所
を
開
設

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時　

６
月
１
日
㈮　

午
後
１
時

～
同
３
時

場
所　

相
談
室
（
市
役
所
１
階
）、

　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

「
ウ
ィ
ズ
」
会
議
室

人
権
相
談

　

人
権
に
関
す
る
相
談
は
、
次
の

場
所
で
も
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
定
例
の
人
権
相
談

　

日
時　

毎
月
第
１
・
３
水
曜
日

　
　

午
後
１
時
～
同
３
時

　

場
所　

相
談
室
（
市
役
所
１
階
）

（
※
11
月
の
第
３
水
曜
日
は
、
支
所
）

▼
大
津
地
方
法
務
局
彦
根
支
局

日
時　

月
～
金
曜
日
（
祝
日
は

除
く
）
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分

場
所　

西
今
町
58-

３
（
彦
根

地
方
合
同
庁
舎
内　

Ｊ
Ｒ
南

彦
根
駅
西
口
か
ら
徒
歩
３
分
）

☎
22-

０
２
４
２
番

問
い
合
わ
せ
先　

人
権
政
策
課

☎
30-

６
１
１
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

８
５
７
７
番

▲表彰を受けた皆さん。（左から２人目まで）一圓
テクノス株式会社、（左から３人目と４人目）普
光寺町ボランティアサークル「燦々会」、（右から
8人目まで）株式会社りそな銀行彦根支店




